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連結注記表 

個別注記表 

（平成 27 年８月１日から平成 28 年７月 31 日まで）  

 

 

株式会社エイチーム 
 

 

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第 

14条の規定に基づき、当社ウェブサイト（http://www.a-tm.co.jp/ir/）に

掲載することにより株主の皆様に提供しております。 
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連結注記表 

 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数及び名称 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 株式会社 A.T.brides 

                  株式会社引越し侍 

                  株式会社 A.T.サポート 

                  株式会社エイチームライフスタイル 

 

（2）非連結子会社の数及び名称 

該当事項はありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した関連会社の数及び名称 

該当事項はありません。 

 

なお、当連結会計年度において、株式会社 Ateam NHN Entertainmentは清算結了

したため、持分法適用の範囲から除外しております。 

 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び名称 

該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①  有価証券 

  その他有価証券 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。 

 

②  運用目的の金銭の信託 

時価法によっております。 
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③  たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。 

 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。 

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成 28年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備）については定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物          ３～18年 

  工具、器具及び備品   ５～20年 

 

②  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエアについては、利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採

用しております。 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

 

②  販売促進引当金 

サービスの利用者に対するキャッシュバックに備えるため、将来発生見込額を

販売促進引当金として計上しております。 

 

③  株式給付引当金 

従業員向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結会計年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

④  役員株式給付引当金 

取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結会計年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 
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（会計方針の変更に関する注記） 

１．企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日）、「連結

財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 25年９月 13日）等を当連結会計

年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行っております。 

 

２．平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用 

法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第 32号  平成 28年６月 17日）を当連結会計年度に適用

し、平成 28年４月１日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定

額法に変更しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響額は軽微であります。 

 

（追加情報） 

１．従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 

当社は、当連結会計年度より、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員

の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企

業価値向上を図ることを目的として、当社及び当社の子会社の従業員（以下「従業員」とい

います。）を対象としたインセンティブ・プラン「株式付与 ESOP信託」を導入しております。 

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付す

る取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 平成 27 年３月 26 日）を適用し

ております。 

 

(1) 取引の概要 

本制度では、株式付与 ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ESOP信託」

といいます。）と称される仕組みを採用します。ESOP 信託とは、米国の ESOP 制度を参考に

した従業員インセンティブ・プランであり、ESOP 信託が取得した当社株式を人事考課等に

応じて在職時に従業員に交付するものです。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金

は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。 

  

(2) 信託に残存する自社の株式 

本信託が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示

しております。なお、当連結会計年度末日現在において、本信託が所有する当社株式の帳簿

価額は 355,368千円、株式数は 204,000株です。 
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２．業績連動型株式報酬制度 

当社は、当連結会計年度より、これまで以上に当社及び当社子会社の中長期的な業績向上

と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社及び当社の子会社の取締役

（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）を対象に、新しい株式報酬制度を導入いたしまし

た。 

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付す

る取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 平成 27 年３月 26 日）に準じて

おります。 

  

(1) 取引の概要 

本制度では、役員報酬 BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」といいます。）

と称される仕組みを採用します。BIP 信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance 

Share）制度及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対する

インセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式を役位及び業績達成度等に応

じて、原則として在任中に交付するものです。 

 

(2) 信託に残存する自社の株式 

本信託が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示

しております。なお、当連結会計年度末日現在において、本信託が所有する当社株式の帳簿

価額は 135,067千円、株式数は 67,500株です。 

 

 

（連結貸借対照表に関する注記） 
 

    有形固定資産の減価償却累計額 218,476千円  

 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 

  普通株式                                  19,450,000株 

 

２．配当に関する事項 

① 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成27年９月11日 

取締役会 
普通株式 141,191 7.50 平成27年７月31日 平成27年10月13日 

平成28年３月11日 

取締役会 
普通株式 95,590 5.00 平成28年１月31日 平成28年４月４日 

(注)平成 28年３月 11日取締役会決議による配当金の総額には、「株式付与 ESOP信託」及

び「役員報酬 BIP 信託」が保有する当社株式 277,500株に対する配当金 1,387千円が

含まれております。 
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成28年９月９日 

取締役会 
普通株式 143,606 7.5 平成28年７月31日 平成28年10月７日 

(注)配当金の総額には、「株式付与 ESOP信託」及び「役員報酬 BIP信託」が保有する当社

株式 271,500株に対する配当金 2,036千円が含まれております。 

 

 

３．当連結会計年度末の新株予約権（行使期間の初日が到来していないものを除く）の目

的となる株式の種類及び数 

  普通株式                          167,400株 

 

 

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社グループの資金運用については、事業への投資を優先することを基本として、

一時的な余剰資金はリスクが低く、安全性の高い金融資産で運用を行っております。 

また、資金調達については、一時的に必要な運転資金に限り銀行借入にて調達を行

っております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当

該リスクにつきましては、各プラットフォーム運営事業者により回収代行されるも

のについては各社ごとに、回収代行によらない売掛債権については各顧客ごとに、期

日管理及び残高管理を行っております。 

投資有価証券は、価格変動リスクに晒されておりますが、定期的に発行体の財務状

況等を把握しております。 

敷金及び保証金は、本社オフィス等の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用

リスクに晒されておりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握して

おります。 

買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日となっております。また、買掛金及び未

払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位で

の支払予定を把握するなどの方法により、当該リスクを管理しております。 

短期借入金は、主に営業活動及び設備投資に係る資金調達によるものとなってお

ります。適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により

流動性リスクを管理しております。 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算

定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 



  

－7－ 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 28年７月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（１）現金及び預金 3,505,060 3,505,060 － 

（２）受取手形及び売掛金 2,724,573   

     貸倒引当金（※） △201   

 2,724,371 2,724,371 － 

（３）敷金及び保証金 453,190 450,840 △2,350 

資産計 6,682,622 6,680,272 △2,350 

（１）買掛金 192,431 192,431 － 

（２）短期借入金 1,166,000 1,166,000 － 

（３）未払金 2,115,955 2,115,955 － 

（４）未払法人税等 297,129 297,129 － 

負債計 3,771,516 3,771,516 － 

（※）債権に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

 資産 

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。 

（3）敷金及び保証金 

敷金及び保証金の時価については、そのキャッシュ・フローを国債の利回り
を基礎とした合理的な割引率で割り引いた現在価値により算定しております。 

負債 

（1）買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、（4）未払法人税等 

これらは短期間で決済又は納付されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

投資有価証券（連結貸借対照表計上額 106,929千円）については、非上場株式等の

ため市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載

しておりません。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

 １株当たり純資産額 263円36銭 

 １株当たり当期純利益 68円58銭   
（注）「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己株

式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与 ESOP 信託口及び役員

報酬 BIP信託口）が所有する当社株式を含めております。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 
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個別注記表 
 

 

 

 

（平成 27年８月１日から平成 28年７月 31日まで） 
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個別注記表 

 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)  有価証券 

a)  子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

b)  その他有価証券 

     時価のないもの 

       移動平均法による原価法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。 

 

(2)  運用目的の金銭の信託 

時価法によっております。 

 

(3)  たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 

 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。 

 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)  有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成 28 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備）については定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物          ３～18年 

  工具、器具及び備品   ５～20年 

 

(2)  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエアについては、利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

３．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
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(2)  株式給付引当金 

従業員向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式

給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

(3)  役員株式給付引当金 

取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式

給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 

 

（会計方針の変更に関する注記） 

平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用 

法人税法の改正に伴い、「平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第 32 号  平成 28 年６月 17 日）を当事業年度に適用し、平成 28 年４月１日以後に

取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。 

 

 

（追加情報） 

１．従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 

当社は、当事業年度より、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の長期的な業績

向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的

として、当社及び当社の子会社の従業員を対象としたインセンティブ・プラン「株式付与 ESOP信託」を

導入しております。 

 

詳細は連結注記表の（追加情報）をご参照ください。 

 

２．業績連動型株式報酬制度 

当社は、当事業年度より、これまで以上に当社及び当社子会社の中長期的な業績向上と企業価値増大

への貢献意欲を高めることを目的として、当社及び当社の子会社の取締役（社外取締役及び非常勤取締

役を除く。）を対象に、新しい株式報酬制度を導入いたしました。 

 

詳細は連結注記表の（追加情報）をご参照ください。 

 

 

 

（貸借対照表に関する注記）  
１．有形固定資産の減価償却累計額 183,653千円  
２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務  

  短期金銭債権 39,851千円 

  短期金銭債務 2,478千円  
 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との取引高の総額  

営業取引による取引高の総額 1,276千円 

営業取引以外の取引による取引高の総額 617,916 千円  
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（株主資本等変動計算書に関する注記） 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数  

  普通株式 574,020株  
  

当事業年度に導入した「株式付与 ESOP信託」及び「役員報酬 BIP信託」に残存する自己株式を

271,500株含めております。 

 

 

（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産    

 貸倒引当金 386千円  

  未払事業税 13,129千円  

  株式給付引当金 12,086千円  

  役員株式給付引当金 1,720千円  

 少額固定資産 13,063千円  

  減損損失 73,348千円  

  資産除去債務 118,457千円  

  その他 60,765千円  

  繰延税金資産合計 292,957千円  

繰延税金負債   

  建物 △108,902千円  

繰延税金資産（負債）の純額 184,055千円  

 

 

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成 28年 3

月 29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用し

た法定実効税率は、前事業年度の 32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成 28年 8月 1日

から平成 30年７月 31日までのものは 30.7%、平成 30年８月 1日以降のものについては 30.5%にそれ

ぞれ変更されております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額) が

8,216千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が 8,216千円増加しております。 

 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

 １株当たり純資産額 196円01銭 

 １株当たり当期純利益 47円52銭 

   

（注）「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己株式数には、

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与 ESOP信託口及び役員報酬 BIP信託口）が所有

する当社株式を含めております。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 
該当事項はありません。 


